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は
じ
め
に

現
在
、
国
内
外
情
勢
が
著
し
く
変
動
す
る
状
況
下
で
、
地
域
行
政
に
お
け
る
各
種
相
談
業
務
、
及
び
そ
の
窓
口
の
多
様
化
、
行
政
機
関

の
情
報
化
の
進
展
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
機
能
の
強
化
な
ど
行
政
相
談
を
め
ぐ
る
状
況
や
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
特
に
そ
う
し

た
変
化
の
中
、
行
政
機
関
は
電
子
化
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
）
を
進
め
、
行
政
相
談
に
し
て
も
電
子
メ
ー
ル
で
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
と
し
（
総
務
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
二
四
時
間
受
付
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
系
の
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
以
上
に
そ
の
簡
便

さ
を
充
実
さ
せ
、
さ
ら
な
る
窓
口
を
開
い
た
。
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そ
う
し
た
中
、
国
の
行
政
相
談
制
度
は
、
行
政
広
報
・
広
聴
の
側
面
か
ら
、
国
民
か
ら
広
く
気
軽
に
行
政
施
策
、
運
営
に
つ
い
て
の
意

見
要
望
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
国
民
の
行
政
参
加
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
か
ら
、
広
聴
活
動
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
広
聴
機
能
、
さ
ら

に
、
個
別
案
件
に
即
し
た
説
明
教
示
を
行
う
こ
と
に
よ
り
行
政
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
と
い
う
、
一
種
の
広
報
機
能
を
有
す
る

と
さ
れ
て
き
た
（
1
）

。
こ
れ
は
、
行
政
が
行
政
相
談
制
度
に
よ
っ
て
、
国
民
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
機
能
以
外
に
も
、
国
民
と
行
政

と
の
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
出
す
機
能
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
行
政
機
関
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
で
あ
る

が
、
そ
の
主
た
る
目
的
と
し
て
経
費
削
減
・
効
率
化
と
い
う
考
え
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
う
し
た
傾
向
の
中
で
、
行
政
相
談
と
の
関
連
、
あ

る
い
は
国
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
（
2
）

。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ

る
、
行
政
相
談
の
広
報
活
動
に
関
す
る
議
論
で
は
、
今
ま
で
行
わ
れ
た
行
政
相
談
の
広
報
活
動
の
周
知
度
に
関
す
る
調
査
の
結
論
と
し
て
、

周
知
度
が
低
く
、
そ
の
つ
ど
広
報
活
動
を
担
う
者
、
あ
る
い
は
行
政
相
談
を
担
う
者
は
、
周
知
度
が
向
上
す
る
努
力
を
常
に
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
き
た
（
3
）

。
そ
う
し
た
意
味
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
の
取
り
組
み
は
、
行
政
相
談
の
周
知
度
及
び
相
談
受
付
の
簡
便
さ
に
よ

る
相
談
量
の
側
面
で
の
議
論
に
対
す
る
方
策
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
議
論
に
変
わ
り
、
現
在
で
は
「
行
政
相
談
委
員
と
の
協
働
の
充
実
及
び
行
政
相
談
機
能
向
上
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
（
4
）

」
と
い
う
よ
う
に
、
行
政
相
談
の
質
の
側
面
へ
の
議
論
へ
と
変
化
し
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
期
待
さ
れ
る
効
果
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
5
）

。

○
「
平
成
二
二
年
度
行
政
評
価
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
等
を
踏
ま
え
、
国
民
の
声
・
ニ
ー
ズ
の
把
握
を
重
視
し
、
行
政
の
制
度
・
運
営
の
改

革
・
改
善
に
つ
な
げ
る
行
政
相
談
活
動
を
展
開
す
る
た
め
の
、
当
面
の
具
体
的
な
活
動
方
針
を
ま
と
め
た
も
の
。

○
こ
の
た
め
、
①
「
国
民
の
視
点
」
か
ら
の
改
革
・
改
善
活
動
、
②
「
連
携
・
協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
拡
充
・
強
化
す
る
活
動
、
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③
行
政
相
談
委
員
の
「
自
主
的
な
取
組
」
の
支
援
活
動
、

④
行
政
相
談
委
員
と
の
「
協
働
」
活
動
を
実
施
。

○
関
係
機
関
等
と
の
連
携
の
強
化
、
行
政
相
談
委
員
と
の
協

働
の
充
実
を
軸
に
効
果
的
な
活
動
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ

り
、
総
務
省
の
組
織
・
体
制
を
肥
大
化
さ
せ
る
こ
と
な
く

活
動
を
展
開
。
ま
た
、
効
果
が
不
十
分
な
既
存
の
活
動
は

中
止
・
縮
小
を
図
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
行
政
相
談
に
お
け
る
、
行
政
相
談
委
員

を
広
報
に
お
け
る
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
行
政

相
談
委
員
の
活
動
の
質
的
な
部
分
を
検
討
し
て
い
く
。

⑴　

行
政
相
談
制
度
誕
生
背
景
（
6
）

第
二
次
大
戦
後
、
真
に
国
民
の
た
め
の
行
政
を
実
施
し
て
い

く
た
め
に
は
、
国
民
か
ら
直
接
行
政
に
対
す
る
不
平
・
不
満
な

ど
を
聞
き
、
そ
の
解
決
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
国
民
の
声

を
行
政
に
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
し
、
行
政
の
全
般
的
改
善
を
図

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
一
方
、
行
政
機
関
内
部
に
対
し
て
は
、

図－ 1　行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクショ

ンプランをめぐる経緯

（出所）　 総務省「行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のための

アクションプランをめぐる経緯」

http://www.soumu.go.jp/main_content/000191766.pdf
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公
務
員
の
厳
し
い
反
省
が
必
要
と
さ
れ
、
一
九
四
五
年
一
一
月
に
官
紀
の
厳
正
、
行
政
執
行
方
式
の
刷
新
を
図
る
目
的
で
「
公
務
員
の
信

賞
必
罰
の
励
行
と
監
察
制
度
及
び
考
科
表
制
度
」（
閣
議
決
定
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
四
六
年
三
月
に
は
、「
行
政
機
関
に

窓
口
を
設
け
一
般
国
民
か
ら
の
申
請
、
問
い
合
わ
せ
等
の
利
便
に
供
す
る
」（
閣
議
決
定
）
と
す
る
な
ど
国
民
の
行
政
参
加
の
制
度
が
創
設

さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
、
行
政
管
理
庁
で
は
、
国
民
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
等
を
聞
き
、
解
決
を
促
進
す
る
た
め
、
一
九
五
五
年
か
ら
窓
口
を
開

設
し
、
国
民
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
行
政
相
談
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
行
政
相
談
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
は
、

一
九
五
〇
年
ご
ろ
か
ら
経
済
調
査
庁
が
す
で
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
考
え
方
は
、
経
済
の
取
締
り
を
行
う
以
上
、
取
締
り
を
受
け

る
側
の
意
見
も
よ
く
聞
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
、
経
済
調
査
庁
に
「
経
済
相
談
所
」
の
看
板
を
掲
げ
、
ビ
ラ
や
宣
伝

車
に
よ
る
広
報
を
行
っ
て
相
談
を
受
付
け
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
経
済
相
談
の
業
務
は
、
経
済
調
査
庁
が
行
政
管
理
庁
に
統
合
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
考
え
方
は
一
九
五
三
年
に
設
け
ら
れ
た
部
内
の
監
察
業
務
研
究
会
に
お
い
て
再
び
検
討
の
対

象
と
さ
れ
、
当
時
、
行
政
監
察
実
施
途
上
で
訴
え
ら
れ
る
苦
情
等
も
多
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
必

要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
回
同
研
究
会
報
告
書
（
一
九
五
四
年
八
月
一
四
日
）
に
は
「
監
察
情
報
活
動
の
一
環
と
し
て
苦

情
処
理
を
行
う
」
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
苦
情
処
理
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
国
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
苦
情
は
増

加
し
、「
苦
情
相
談
暫
定
処
理
要
領
」
が
庁
議
決
定
さ
れ
、「
苦
情
相
談
暫
定
処
理
要
領
に
つ
い
て
」（
一
九
五
五
年
二
月
一
〇
日
行
管
監
月

三
三
号
）
が
示
達
さ
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
行
政
管
理
庁
に
お
け
る
行
政
相
談
業
務
が
実
施
さ
れ
た
。
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①　

業
務
運
営
基
準
・
実
施
要
領
等
の
制
定

「
苦
情
相
談
暫
定
処
理
要
領
」
に
よ
る
と
、
行
政
相
談
制
度
の
目
的
は
行
政
機
関
の
措
置
に
つ
い
て
の
苦
情
解
決
を
促
進
し
行
政
の
民

主
化
に
資
す
る
こ
と
と
あ
る
。
特
に
注
意
を
要
す
る
点
と
し
て
は
、
①
同
要
領
を
示
達
す
る
に
当
た
っ
て
示
さ
れ
た
行
政
相
談
業
務
の
根

拠
を
行
政
管
理
庁
設
置
法
に
定
め
ら
れ
た
所
掌
事
務
中
の
「
資
料
収
集
」
に
求
め
た
こ
と
、
②
行
政
相
談
業
務
を
監
察
業
務
の
付
随
的
業

務
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
行
政
相
談
業
務
の
法
令
上
の
根
拠
を
設
置
法
の
「
資
料
収
集
」
に
置
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
議
論
が
あ
っ
た
が
、
当
時
の
考
え
方
で
は
、
行
政
相
談
業
務
が
行
政
に
対
す
る
民
意
の
把
握
と
い
う
点
で
同
じ
根
拠
に
基
づ
き
行

わ
れ
て
い
た
「
監
察
情
報
活
動
」
と
同
様
の
基
盤
に
立
つ
と
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
相
談
業
務
を
監
察
の
付
随
的
業
務
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
等
し
く
行
政
運
営
の
改
善
を
図
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
所
掌
事
務
上
独
立
に
説
明
し
得
な
か
っ
た
背
景
が
あ
る
。

「
苦
情
相
談
暫
定
処
理
要
領
」
要
旨

1
．
苦
情
の
処
理
は
行
政
監
察
の
一
環
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
も
、
ま
た
行
政
機
関
の
業
務
に
関
す
る
範
囲
に

と
ど
ま
り
、
国
の
委
任
又
は
補
助
に
関
係
の
な
い
地
方
公
共
団
体
固
有
の
自
治
行
政
に
関
す
る
も
の
、
刑
事
又
は
民
事
の
事
件
に

属
す
る
も
の
等
を
原
則
と
し
て
除
外
す
る
こ
と
。

訴
願
等
法
令
に
基
づ
く
救
済
の
窓
口
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
窓
口
に
申
し
出
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
採
決

に
関
す
る
苦
情
を
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
。

2
．
苦
情
を
受
付
け
た
と
き
に
は
そ
の
内
容
を
慎
重
に
調
べ
、
当
該
行
政
機
関
に
連
絡
す
る
こ
と
。

連
絡
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
行
政
機
関
が
放
置
し
て
省
み
な
い
場
合
は
、
更
に
措
置
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
。
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3
．
苦
情
の
処
理
に
つ
い
て
当
該
行
政
機
関
の
と
っ
た
措
置
に
同
意
し
難
い
と
き
は
、
当
事
者
双
方
に
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は

説
明
を
要
求
し
、
問
題
点
を
吟
味
し
た
上
当
方
の
処
見
を
表
示
し
、
公
平
な
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
仲
介
的
立
場
に
お
い
て
解
決

を
推
進
し
う
る
こ
と
。

4
．
苦
情
を
申
し
出
た
者
に
、
法
令
、
事
実
等
の
誤
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
懇
切
に
説
明
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
。

5
．
管
区
監
察
局
長
又
は
地
方
監
察
局
長
は
、
次
の
場
合
、
本
庁
監
察
部
長
又
は
管
区
監
察
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

ⅰ　

苦
情
の
内
容
が
地
方
的
に
は
解
決
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

ⅱ　

関
係
行
政
機
関
の
上
級
機
関
に
連
絡
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
。

ⅲ　

監
察
の
資
料
と
し
て
参
考
に
な
る
と
認
め
る
と
き
。

そ
の
後
、
行
政
相
談
業
務
に
対
す
る
社
会
の
認
識
が
次
第
に
高
ま
り
、
申
出
件
数
も
年
々
増
加
す
る
傾
向
か
ら
、
一
九
五
八
年
に
は

「
苦
情
相
談
業
務
処
理
要
領
」（
一
九
五
八
年
一
二
月
一
九
日
付
け
事
務
次
官
名
通
達
。
行
管
乙
第
三
〇
九
号
）
が
制
定
さ
れ
、
行
政
相
談
業
務
を

監
察
業
務
運
営
要
領
に
明
示
し
て
監
察
業
務
の
一
環
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
に
関
す
る
基
準

が
更
に
充
実
強
化
さ
れ
た
。
な
お
、
同
時
に
、
各
管
区
行
政
監
察
局
等
に
「
行
政
苦
情
相
談
所
」
の
標
示
を
掲
げ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て

い
る
。

以
上
の
過
程
を
経
て
確
立
さ
れ
た
行
政
相
談
業
務
の
処
理
要
領
等
は
、
そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
に
行
政
相
談
業
務
が
行
政
管
理
庁
設
置

法
に
明
文
化
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
行
政
管
理
庁
に
お
け
る
行
政
相
談
業
務
運
営
上
の
基
本
的
指
針
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
六
〇
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②　

組
織
・
実
施
体
制

行
政
相
談
業
務
の
実
施
体
制
は
、
業
務
の
発
展
に
伴
っ
て
逐
次
整
備
強
化
さ
れ
て
き
た
が
、
発
足
当
初
の
実
施
体
制
等
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

（
ア
）　

試
験
的
実
施
局
の
指
定

行
政
相
談
業
務
の
発
足
当
初
に
お
け
る
実
施
体
制
は
、
本
庁
に
お
い
て
は
監
察
部
調
整
課
が
情
報
活
動
業
務
等
と
と
も
に
担
当
し
、
管

区
行
政
監
察
局
等
に
お
い
て
は
全
管
区
監
察
局
及
び
管
区
監
察
局
長
が
指
定
し
た
特
定
の
地
方
監
察
局
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
当
時
、
行
政
相
談
業
務
に
対
す
る
社
会
一
般
の
評
価
の
程
度
も
不
明
で
あ
り
、
果
た
し
て
所
期
の
成
果
を
挙
げ
得
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
の
確
信
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
く
ま
で
行
政
監
察
の
付
随
的
業
務
と
し
て
試
験
的
に
実
施
し
て
い
る
。

（
イ
）　

実
施
体
制
の
全
国
的
整
備

試
験
的
に
実
施
さ
れ
た
行
政
相
談
業
務
は
、
一
般
か
ら
の
反
響
が
大
き
く
、
予
想
以
上
の
成
績
を
収
め
て
お
り
、「
苦
情
相
談
業
務
の

実
施
に
つ
い
て
」（
一
九
五
六
年
八
月
一
九
日
付
け
行
管
第
二
一
一
号
）
に
よ
り
、
こ
の
業
務
を
す
べ
て
の
管
区
行
政
監
察
局
等
に
お
い
て
実

施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
本
庁
に
苦
情
処
理
担
当
監
察
官
が
配
置
さ
れ
、
全
国
的
に
実
施
す
る
体
制
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
管
区
行
政
監
察
局
等
に
お
い
て
も
、
行
政
相
談
業
務
の
担
当
部
門
が
確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
五
九

年
一
二
月
、「
苦
情
相
談
業
務
処
理
要
領
」
に
よ
り
、
管
区
行
政
監
察
局
に
お
い
て
は
総
務
課
が
、
地
方
行
政
監
察
局
に
お
い
て
、
第
一

地
方
監
察
官
（
現
行
政
相
談
課
長
）
が
そ
れ
ぞ
れ
行
政
相
談
業
務
を
所
掌
す
る
よ
う
明
示
さ
れ
て
い
る
。

一
六
一
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③　

制
度
法
制
化

法
制
化
の
経
緯
と
し
て
は
、
創
設
期
、
行
政
相
談
業
務
は
監
察
活
動
の
付
随
的
業
務
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
制
度
に
対
す
る

国
民
一
般
の
期
待
と
評
価
が
高
ま
る
に
伴
い
、
こ
の
制
度
を
行
政
管
理
庁
の
所
掌
事
務
と
し
て
設
置
法
上
明
文
化
す
べ
き
と
の
意
見
が

一
九
五
九
年
頃
か
ら
部
内
の
業
務
研
究
会
な
ど
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
は
、
当
該
業
務
遂
行
上
必
要
な
関
係
行
政
機
関
と
の
協
力
関
係
に
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
こ

と
、
部
内
に
お
け
る
組
織
・
運
営
等
の
面
か
ら
も
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
の
理
由
等
か
ら
、
そ
の
必
要
性
が
十
分
に
認
め
ら
れ
な
が

ら
も
法
制
化
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
国
会
に
お
い
て
は
、
た
び
た
び
の
国
政
調
査
等
を
通
じ
、
行
政
相
談
制
度
が
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
に
寄
与
し
、
行
政
民
主

化
の
推
進
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
し
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
、
一
九
六
〇
年
度
に
行
わ
れ
た
衆
議
院

内
閣
委
員
会
の
国
政
調
査
（
被
調
査
局
＝
中
国
管
区
行
政
監
察
局
、
派
遣
委
員
＝
福
田
一
議
員
、
石
橋
正
嗣
議
員
）
の
結
果
、
こ
の
制
度
の
重
要

度
が
更
に
深
く
認
識
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
六
日
開
催
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
両
議
員
は
行
政
相
談
業
務
の
拡
大
強
化

及
び
そ
の
法
制
化
の
必
要
性
を
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

「
行
政
管
理
庁
は
、
行
政
運
営
を
常
時
監
視
す
る
見
地
か
ら
、
地
方
の
各
行
政
機
関
等
の
業
務
の
す
う
勢
、
行
政
施
策
の
地
方
的
反
応

等
を
注
視
し
て
問
題
を
早
期
に
把
握
し
、
監
察
の
参
考
に
資
す
る
た
め
、
監
察
情
報
の
収
集
を
行
う
ほ
か
、
苦
情
相
談
業
務
を
実
施
し
て

い
る
が
、
苦
情
相
談
業
務
は
、
申
出
の
あ
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
に
連
絡
し
て
適
切
な
解
決
を
促
進
し
、
行
政
の
民
主
化
に
寄

与
し
て
お
り
、
我
々
と
し
て
も
行
政
機
関
の
措
置
に
対
す
る
国
民
の
苦
情
が
少
な
く
な
い
現
況
に
か
ん
が
み
、
苦
情
相
談
の
拡
大
強
化
を

図
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
い
ま
だ
に
こ
の
業
務
が
設
置
法
上
権
限
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
が
法
制
化
を
促
進
せ

一
六
二
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ね
ば
な
ら
な
い
」。

そ
う
し
た
中
、
行
政
管
理
庁
は
、
一
九
六
〇
年
の
第
三
四
回
国
会
に
行
政
管
理
庁
設
置
法
改
正
法
案
を
提
出
し
て
お
り
、
行
政
相
談
業

務
の
法
制
化
に
関
し
て
は
、
見
送
る
方
針
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
三
月
一
八
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
同
法
案
の

審
議
に
当
た
り
、
石
橋
正
嗣
議
員
か
ら
、「
苦
情
相
談
業
務
は
評
判
が
よ
く
、
今
後
も
や
る
べ
き
仕
事
と
思
わ
れ
る
が
、
法
律
で
定
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
一
種
の
サ
ー
ビ
ス
活
動
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
予
算
の
制
約
な
ど
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
何
ゆ
え
に
法
律
で
定
め
た
当
然
の
業
務
と
し
て
取
り
上
げ
な
い
の
か
」、「
監
察
業
務
は
同
じ
役

所
同
士
で
や
り
に
く
い
面
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
厳
し
く
や
ら
な
け
れ
ば
こ
の
役
所
自
体
の
存
在
意
義
は
な
く
、
さ
ら
に
苦
情
処
理
分
野
は

ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
く
分
野
で
あ
り
、
改
正
法
案
で
は
、
一
番
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
問
題
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
益
谷
行
政
管
理
庁
長
官
及
び
原
田
行
政
監
察
局
長
か
ら
「
苦
情
処
理
の
制
度
の
必
要
性
は
あ
る
が
、
今
少
し
検
討

し
、
将
来
の
設
置
法
に
当
然
の
業
務
と
し
て
盛
り
込
む
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
行
政
相
談
業
務
の
重
要
性
か
ら
法
制
化
す
べ
き
と
の
空
気
が
強
く
な
り
、
党
派
を
越
え
て

行
政
管
理
庁
設
置
法
改
正
案
と
行
政
相
談
制
度
法
制
化
問
題
の
取
り
扱
い
が
協
議
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
自
民
・
社
会
・
民
主
三
党
の
共

同
提
案
が
行
わ
れ
、
行
政
相
談
業
務
の
設
置
法
明
文
化
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
一
九
六
〇
年

三
月
二
二
日
、
行
政
管
理
庁
設
置
法
第
二
条
一
三
号
と
し
て
「
各
行
政
機
関
の
業
務
及
び
前
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
苦
情
申
出
に

つ
き
必
要
な
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
」
を
追
加
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
、
引
き
続
き
三
月
二
五
日
の
衆
議

院
本
会
議
に
お
い
て
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
参
議
院
に
お
い
て
も
、
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
は
当
然
の
措
置
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
四
月
二
八
日
の
内
閣
委
員
会

一
六
三
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に
お
い
て
衆
議
院
の
送
付
案
ど
お
り
に
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
さ
ら
に
五
月
一
一
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
も
全
会
一
致

を
も
っ
て
可
決
・
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
を
含
む
行
政
管
理
庁
設
置
法
改
正
案
は
、
五
月
二
〇
日
、
法

律
八
五
号
と
し
て
公
布
、
即
日
施
行
さ
れ
、
こ
こ
に
、
従
来
は
内
部
通
達
等
に
よ
り
事
実
上
の
業
務
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
行
政
相
談

制
度
は
、
初
め
て
法
律
上
行
政
管
理
庁
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
と
さ
れ
た
。

④　

法
制
化
の
意
義

行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
当
時
は
、
日
本
の
行
政
制
度
上
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、〝
事
実
上
の
行
為
と
し
て
行
わ
れ

て
い
た
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務
〞
の
法
制
化
と
い
う
面
か
ら
、
二
つ
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

第
一
は
、
従
来
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務
は
事
実
上
の
行
為
で
あ
っ
た
た
め
、
関
係
行
政
機
関
の
任
意
の
協
力
を
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
が
、
法
制
化
す
る
こ
と
に
よ
り
行
政
管
理
庁
の
あ
っ
せ
ん
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
結
果
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務

が
非
常
に
行
い
や
す
く
な
っ
た
。
第
二
に
、
行
政
相
談
制
度
が
法
律
上
の
根
拠
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
従
来
事
実
上
の
行
為
と

し
て
行
っ
て
い
た
時
に
比
べ
、
そ
の
体
制
及
び
活
動
の
整
備
充
実
、
国
民
に
対
す
る
広
報
の
積
極
化
等
が
、
公
式
か
つ
容
易
に
行
え
る
よ

う
に
な
り
、
当
該
制
度
を
大
き
く
発
展
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
が
も
た
ら
し
た
大
き
な
意
義
は
、
行
政
救
済
制
度
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
日
本
の
行
政
救
済
制
度
は
、
基
本
的
に
は
行
政
事
件
訴
訟
制
度
及
び
行
政
不
服
申
立
制
度
か
ら
成
り
立
っ
て
い

た
が
、
行
政
相
談
制
度
も
ま
た
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
・
救
済
を
目
的
と
し
、
実
質
的
に
行
政
救
済
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
捉
え
ら

れ
た
。

一
六
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一
般
に
、
行
政
相
談
制
度
は
、
他
の
行
政
救
済
制
度
に
比
べ
、
そ
の
対
象
範
囲
が
行
政
処
分
に
と
ど
ま
ら
ず
行
政
の
あ
ら
ゆ
る
事
項
に

及
ん
で
い
る
点
で
は
る
か
に
広
く
、
そ
の
手
続
、
解
決
方
法
等
が
よ
り
簡
易
、
迅
速
で
あ
り
、
一
般
国
民
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
点
に

大
き
な
特
色
を
も
つ
。
ま
た
、
行
政
管
理
庁
の
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
制
度
は
、
各
省
庁
等
自
ら
の
行
政
相
談
制
度
の
整
備
充
実
に
対
し
先

導
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
各
省
庁
等
の
行
政
相
談
制
度
は
、
行
政
実
施
者
が
行
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
行
政
管
理
庁

の
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
制
度
は
、
行
政
の
実
施
部
門
に
対
し
て
第
三
者
的
立
場
に
あ
る
も
の
が
行
う
点
で
、
客
観
性
な
い
し
公
平
さ
が
よ

り
確
保
し
や
す
く
、
ま
た
、
各
省
庁
等
の
行
政
全
般
に
関
す
る
苦
情
を
取
り
扱
う
点
に
お
い
て
、
縦
割
行
政
か
ら
く
る
限
界
等
が
な
い
点

が
特
色
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
運
営
の
一
般
的
改
善
の
推
進
上
の
意
義
と
し
て
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務
を
行
政
監
察
業
務
と
併
せ
て

行
う
と
さ
れ
た
結
果
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務
は
個
別
の
あ
っ
せ
ん
解
決
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
運
営
一
般
の
改
善
が
推
進
さ
れ
る
点

に
大
き
な
特
色
が
見
ら
れ
る
。

⑤　

行
政
相
談
委
員
制
度
の
発
足

「
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」（
一
九
六
〇
年
一
〇
月
一
四
日
閣
議
決
定
）
を
受
け
て
、
行
政
管
理
庁
は
、
そ
の

趣
旨
に
沿
い
、
行
っ
て
い
る
行
政
監
察
及
び
行
政
相
談
業
務
に
関
し
〝
国
民
の
意
見
並
び
に
苦
情
を
系
統
的
に
収
集
し
て
、
国
民
に
よ
る

行
政
改
善
推
進
体
制
を
確
立
〞
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
い
た
。

事
務
当
局
に
は
、
従
来
か
ら
行
っ
て
い
る
行
政
相
談
制
度
を
組
織
、
陣
容
の
面
で
拡
大
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
、
あ
る
い
は
人

権
擁
護
委
員
制
度
の
よ
う
に
民
間
人
を
通
じ
て
苦
情
等
を
吸
収
す
る
方
法
等
を
考
慮
し
て
は
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
当
時
の
行
政
管
理
庁
長
官
は
、
後
者
の
方
策
で
あ
る
民
間
人
を
通
じ
て
苦
情
等
を
吸
収
す
る
方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
裁
断
を
下
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し
、
こ
の
構
想
の
下
に
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
巡
回
苦
情
相
談
の
強
化
、
行
政
民
主
化
懇
談
会
の
開

催
等
を
行
う
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、「
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
規
則
」（
一
九
六
一
年
四
月
一
五
日
訓
令
第
一
号
）
が
制
定
さ
れ
、
国
民
各
界
各
層
の
行
政
に
関

す
る
苦
情
等
の
受
付
そ
の
他
の
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
業
務
等
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
時
全
国
に

八
八
二
人
（
予
算
定
員
）
の
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
初
め
て
行
政
相
談
委
員
制
度
が
誕
生
し
て
い
る
。

行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
は
一
九
六
一
年
七
月
か
ら
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
委
員
に
関
す
る
業
務
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、

地
方
行
政
監
察
局
に
庶
務
主
任
を
配
置
し
（
一
九
六
一
年
七
月
二
六
日
訓
令
第
二
号
）、
そ
れ
ま
で
局
の
庶
務
業
務
を
担
当
し
て
い
た
第
一
地

方
監
察
官
室
の
行
政
相
談
業
務
の
処
理
体
制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。

行
政
相
談
業
務
関
係
と
し
て
、
独
自
の
予
算
が
計
上
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
一
九
六
一
年
が
最
初
で
あ
り
（
年
度
予
算
九
九
三
万
一
千
円
）、

そ
の
後
、
相
談
委
員
数
、
相
談
関
係
予
算
も
年
々
増
加
し
、
業
務
処
理
体
制
も
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

行
政
相
談
制
度
は
、
発
足
以
来
、
年
々
受
付
件
数
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
国
民
各
層
に
お
け
る
社
会
的
評
価
も
高
ま
り
、
実
績
が
認

め
ら
れ
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
に
行
政
管
理
庁
の
所
掌
事
務
と
し
て
法
制
化
さ
れ
、
ま
た
行
政
相
談
の
実
施
体
制
が
整
え
ら
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
相
談
窓
口
は
、
管
区
又
は
地
方
行
政
監
察
局
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
大
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
は
地
理
的
に
不
便
で
あ

り
、
ま
た
、
苦
情
を
持
っ
て
い
て
も
申
し
出
る
べ
き
相
手
が
行
政
監
察
局
と
い
う
役
所
で
あ
る
た
め
、
一
般
の
国
民
に
と
っ
て
は
気
軽
さ

や
親
し
み
や
す
さ
と
い
う
点
で
難
点
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
行
政
相
談
委
員
制
度
は
、
こ
れ
ら
の
行
政
相
談
窓
口
を
地
域
住
民

の
中
に
開
き
、
か
つ
、
そ
の
相
談
に
応
じ
る
者
と
し
て
民
間
の
有
識
者
を
当
て
る
こ
と
で
、
行
政
相
談
制
度
の
発
展
に
と
っ
て
画
期
的
な
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も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
の
行
政
に
対
す
る
声
を
幅
広
く
吸
収
し
、
改
善
を
図
る
こ
と
と
す
る
行
政
相
談
制
度
本
来
の
意
図

を
実
現
し
得
る
体
制
が
整
い
、
そ
の
後
年
々
着
実
に
実
績
を
挙
げ
、
社
会
的
意
義
が
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
に
劣
ら
ず
大
き
い
も
の
と

な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
歴
史
の
流
れ
の
後
、
一
九
八
七
年
に
行
政
に
関
す
る
苦
情
等
の
う
ち
行
政
の
制
度
及
び
運
営
に
係
る
も
の
等
に
つ
い
て
、

高
い
識
見
を
有
す
る
公
平
な
第
三
者
に
よ
る
国
民
的
立
場
か
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
に
第
一
回
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
が
本
省
に

お
い
て
開
催
さ
れ
現
在
に
至
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
行
政
相
談
業
務
と
し
て
は
、
国
の
行
政
機
関
の
業
務
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人

等
の
業
務
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務
（
法
定
受
託
事
務
に
該
当
す
る
も
の
）
及
び
国
の
委
任
又
は
補
助
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
業
務
に
関
す

る
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
、
公
正
・
中
立
の
立
場
か
ら
関
係
機
関
に
あ
っ
せ
ん
を
行
い
、
苦
情
の
解
決
を
促
進
す
る
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
行
政
相
談
制
度
で
あ
る
が
、
こ
の
発
足
の
当
時
に
今
後
の
課
題
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
行
政
監
察
・
行
政
苦
情
処
理

手
続
が
、
多
く
の
国
民
の
信
頼
を
得
つ
つ
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
行
政
相
談
制
度
が
当
時
の
行
政
に
対
す
る
統

制
・
救
済
の
方
法
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
考
慮
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
行
政

相
談
制
度
と
、
本
来
の
行
政
統
制
、
行
政
救
済
制
度
、
特
に
行
政
訴
訟
制
度
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
行
政
相
談
制
度
の
有
効
性
に
着
目
し
、
将
来
的
に
行
政
相
談
制
度
を
も
っ
て
従
来
の
制
度
に
お
き
か
え
、
行
政
相
談
制
度
を
中
心

に
す
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
行
政
相
談
制
度
が
従
来
の
制
度
に
対
す
る
補
充
的
性
格
の
故
に
有
効
に
機
能
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
、

将
来
と
も
補
充
的
な
制
度
た
る
地
位
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
当
時
の
考
慮
点
が
、
現
在
の
行
政
相
談
に
も

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
行
政
相
談
委
員
」
は
、
行
政
上
の
措
置
と
し
て
一
九
六
一
年
に
導
入
さ
れ
る
が
、
そ
の
導
入
時
期
及
び
導
入
の
経
緯
に

一
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は
、
第
二
次
大
戦
後
に
諸
外
国
で
急
速
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
発
達
し
た
こ
と
等
の
影
響
も
見
ら
れ
る
。
一
九
六
六
年
に
「
行
政
相
談

委
員
法
」
に
よ
り
法
律
上
の
制
度
と
な
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
民
間
有
識
者
の
中
か
ら
、「
社
会
的
信
望
が
あ
り
、
行
政
運
営
の
改
善
に

つ
い
て
理
解
と
熱
意
を
有
す
る
者
」
と
し
て
、
行
政
管
理
庁
長
官
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
苦
情
を
受
付
け
、
必
要
な
助
言
や
関
係
機
関
へ
の
通

知
等
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
地
方
支
分
部
局
と
一
体
と
な
っ
て
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
い
る
。

行
政
相
談
委
員
制
度
は
発
足
（
昭
和
三
六
年
）
か
ら
約
五
〇
年
経
過
し
た
が
、
現
在
地
域
社
会
や
行
政
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
が
大
き
く

変
容
す
る
中
で
、
地
域
住
民
の
苦
情
等
を
身
近
な
と
こ
ろ
で
幅
広
く
吸
収
し
、
行
政
と
の
懸
け
橋
と
な
っ
て
お
り
、
行
政
相
談
委
員
に
期

待
さ
れ
る
役
割
は
増
大
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
政
相
談
委
員
の
特
質
を
生
か
し
な
が
ら
、
地
域
に
お
け
る
安
全
・
安
心
の
確
保
と
行
政

の
信
頼
性
の
向
上
に
一
層
寄
与
し
て
い
く
た
め
、
制
度
の
在
り
方
を
全
般
的
に
見
直
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
今
日
の
地
域
社
会
の
状
況

等
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
地
域
に
お
い
て
定
着
し
て
き
た
行
政
相
談
委
員
制
度
が
、
今
後
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
役
割
を
一
層
効
果
的
、

安
定
的
に
果
た
し
て
い
く
よ
う
、
そ
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
全
般
的
に
見
直
し
に
資
す
る
目
的
で
現
在
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵　

行
政
相
談
関
係
予
算
及
び
行
政
相
談
業
務
の
実
施
体
制

次
に
、
今
回
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
の
一
つ
の
契
機
で
も
あ
る
、「
行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」（
以

下
研
究
会
）
の
資
料
な
ど
に
基
づ
き
そ
の
実
施
体
制
等
を
み
て
い
く
（
7
）

。

歴
史
の
中
で
も
見
た
よ
う
に
、
総
務
省
及
び
各
府
省
が
行
う
行
政
相
談
は
、
行
政
審
判
、
行
政
不
服
審
査
な
ど
の
他
の
行
政
救
済
制
度

と
比
較
し
て
、
手
続
が
略
式
・
簡
便
で
、
救
済
の
対
象
と
な
る
行
為
及
び
申
出
が
で
き
る
期
間
に
制
限
が
な
く
、
処
理
が
迅
速
で
あ
る

（
簡
易
・
迅
速
性
）
等
、
行
政
救
済
体
系
の
中
に
あ
っ
て
特
徴
的
か
つ
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
特
色
と
し
て
は
、
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①　

苦
情
等
を
受
付
け
る
範
囲
は
、
国
の
行
政
機
関
の
業
務
、
独
立
行
政
法
人
・
特
殊
法
人
の
業
務
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務
で
あ
っ

て
法
定
受
託
事
務
に
該
当
す
る
も
の
及
び
国
の
委
任
又
は
補
助
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
業
務
で
あ
り
、
国
の
広
範
な
行
政
に
及
ん
で

い
る
。

②　

相
談
が
ど
の
地
域
の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
相
談
者
が
ど
の
窓
口
に
相
談
し
て
も
、
管
区
行
政
評
価
局
・
行
政
評
価
事
務
所
、

行
政
相
談
委
員
、
総
合
行
政
相
談
所
等
全
国
的
に
整
備
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
、
一
体
と
な
っ
た
受
付
・
処
理
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

③　

行
政
の
制
度
及
び
運
営
の
基
本
に
関
す
る
も
の
で
、
通
常
の
あ
っ
せ
ん
手
法
で
は
解
決
が
困
難
な
相
談
に
つ
い
て
は
、
民
間
有
識

者
で
構
成
さ
れ
る
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
に
付
議
し
、
ま
た
、
同
種
・
類
似
の
苦
情
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

行
政
評
価
・
監
視
機
能
を
活
用
し
て
、
苦
情
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
行
政
の
制
度
・
運
営
そ
の
も
の
の
改
善
を
図
っ
て
い
る
。

実
施
体
制
自
体
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
行
政
相
談
関
係
予
算
を
見
る
と
、
平
成
一
七
年
か
ら
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
平
成

一
七
年
度
と
平
成
二
〇
年
度
で
は
行
政
相
談
関
係
予
算
で
九
四
、二
一
二
千
円
の
減
少
、
実
費
弁
償
金
で
三
六
、〇
〇
一
千
円
の
減
少
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
三
年
度
の
行
政
相
談
の
総
処
理
件
数
は
、
一
八
五
、〇
五
三
件
で
あ
っ
た
。
窓
口
別
で
み
る
と
、
総
務
省
行
政
評
価
局
、

管
区
行
政
評
価
局
及
び
行
政
評
価
事
務
所
の
職
員
が
処
理
し
た
も
の
と
行
政
相
談
委
員
が
処
理
し
た
も
の
は
、
い
ず
れ
も
五
〇
％
程
度
で

あ
る
。
ま
た
、
相
談
の
内
容
別
に
み
る
と
、
国
の
事
務
等
で
、
苦
情
や
要
望
に
つ
い
て
の
も
の
が
一
〇
・
七
％
、
制
度
や
窓
口
の
照
会
に

つ
い
て
の
も
の
が
二
四
・
七
％
で
あ
る
。

ま
た
、
管
区
局
・
事
務
所
で
は
、
行
政
相
談
の
受
付
・
処
理
を
す
る
と
と
も
に
、
総
合
行
政
相
談
所
の
運
営
や
国
・
地
方
総
合
相
談
セ
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表－ 1　行政相談関係予算額の推移
（単位：千円）

年　度 平成17年度 18年度 19年度 20年度
行政相談関係予算額 636,919 566,351 531,666 542,707
うち、行政相談委員

実費弁償金 336,576 302,502 300,575 300,575

（注）　予算額はいずれも当初予算額である。

（出所）  　「行政相談委員制度の在り方に関する研究会」（第 1回）平成20年12月

19日㈮説明資料。

表－ 2　総務省の行政相談業務の実施体制（平成20年度）

沖縄行政評価事務所

行 政 評 価 事 務 所（38）

行 政 評 価 分 室（ 3）

行政相談課

行政相談課

評価監視官（行政相談担当）

行政相談課

首席行政相談官

管区行政評価（支）局（ 8）

行政相談課

行政相談業務室

（地方支分部局）

（本　　　　省）

（　）内は、局・所・室数

○　管区局・事務所の行政相談担当職員は、全国で約200人

（出所）  　「行政相談委員制度の在り方に関する研究会」（第 1回）平成20年12月

19日㈮説明資料。

表－ 3　平成23年行政相談処理件数の内訳

（出所）　総務省「平成23年度行政相談実績」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/jituseki.html
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ン
タ
ー
の
企
画
・
立
案
・
実
施
を
行
う
ほ
か
、
行
政
相
談
制
度
に
関
す
る
広

報
活
動
や
行
政
相
談
委
員
に
対
す
る
各
種
の
支
援
活
動
、
国
の
行
政
機
関
や

都
道
府
県
・
市
町
村
等
関
係
機
関
と
の
連
携
活
動
等
を
実
施
し
て
い
る
。

行
政
相
談
委
員
は
、
自
宅
の
ほ
か
、
市
役
所
や
町
村
役
場
、
公
民
館
等
で

定
期
的
に
開
催
す
る
定
例
相
談
所
や
市
町
村
内
の
各
地
で
開
催
す
る
巡
回
相

談
所
等
で
相
談
を
受
付
け
、
処
理
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
様
々
な
窓
口
を
通

じ
て
受
付
・
処
理
し
た
相
談
件
数
の
中
に
は
、
相
談
者
が
①
行
政
に
関
わ
る

相
談
か
民
事
に
関
わ
る
相
談
か
、
あ
る
い
は
、
②
国
の
事
務
に
関
わ
る
相
談

か
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
わ
る
相
談
か
分
か
ら
ず
申
し
出
ら
れ
る
も
の

も
多
数
あ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
や
民
事
に
関
わ
る
も
の
で
も
、

精
査
し
て
い
く
と
そ
の
相
談
が
発
生
す
る
原
因
に
国
の
行
政
が
関
わ
っ
て
い

る
場
合
も
あ
り
、
総
務
省
の
行
政
相
談
に
は
、
国
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
や

要
望
陳
情
、
照
会
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
事
案
や
民
事

事
案
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
点
で
あ
る
。
こ
の
地
方
公

共
団
体
の
案
件
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
も
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
点

も
含
め
「
研
究
会
」
で
も
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
強
化
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

表－ 4　平成23年苦情、要望陳情事案の行政分野別の内訳（上位 5分野）

（出所）　総務省「平成23年度行政相談実績」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/jituseki.html
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⑶　

行
政
相
談
委
員
の
現
状
（
8
）

行
政
相
談
委
員
は
、
法
に
基
づ
き
、
社
会
的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
行
政
運
営
の
改
善
に
つ
い
て
理
解
と
熱
意
を
有
す
る
者
の
中
か
ら

総
務
大
臣
が
委
嘱
（
法
第
二
条
第
一
項
）
し
て
い
る
。
ま
た
、
担
当
す
る
区
域
（
市
町
村
の
区
域
）
を
定
め
、
二
年
以
内
の
期
限
を
限
っ
て

委
嘱
（
法
第
二
条
第
二
項
）
し
て
い
る
。

「
研
究
会
」
が
開
か
れ
た
当
時
の
資
料
に
基
づ
く
と
、
国
民
の
身
近
な
行
政
相
談
窓
口
と
し
て
、
全
国
の
市
区
町
村
に
少
な
く
と
も
一

人
、
全
国
で
定
員
五
、〇
一
一
人
（
当
時
の
配
置
人
数
：
四
、九
〇
一
人
）
の
委
員
を
配
置
（
市
町
村
別
に
人
口
五
千
人
未
満
一
人
、
五
千
人
以
上
三

万
人
未
満
二
人
、
三
万
人
以
上
一
〇
万
人
未
満
三
人
、
一
〇
万
人
以
上
四
人
配
置
（
一
〇
万
人
超
え
る
毎
一
人
増
））
と
な
っ
て
い
る
。
委
員
は
無
報

酬
で
あ
る
が
（
法
第
八
条
）、
業
務
の
遂
行
に
当
た
り
支
出
し
た
経
費
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
実
費
弁
償
金
の
支
給
（
平
成
二
〇
年

度
予
算
で
は
、
一
人
平
均
約
六
万
円
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

実
績
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、「
自
宅
」
の
ほ
か
、
定
例
・
巡
回
方
式
に
よ
る
行
政
相
談
所
（「
定
例
相
談
所
」、「
巡
回
相
談
所
」）

等
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成
一
九
年
度
に
お
い
て
は
、
約
一
〇
万
四
、〇
〇
〇
件
、
行
政
相
談
の
総
取
扱
件
数
の
約
六
割
を
受
付

け
て
お
り
、
市
町
村
広
報
紙
や
有
線
放
送
・
防
災
無
線
な
ど
を
利
用
し
た
広
報
を
延
べ
約
六
万
四
、〇
〇
〇
回
実
施
し
、
行
政
相
談
委
員

の
平
成
一
九
年
度
に
お
け
る
意
見
提
出
件
数
は
一
七
一
件
（
う
ち
中
央
事
項
は
二
二
件
）
と
な
っ
て
い
る
。

「
研
究
会
」
で
の
議
論
当
時
の
行
政
相
談
委
員
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、
定
数
五
、〇
一
一
人
に
対
し
て
、
配
置
数
四
、九
〇
一
人
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
近
の
約
五
、〇
〇
〇
人
体
制
の
中
で
五
、〇
〇
〇
人
を
割
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
人
数
体

制
が
人
口
の
減
少
傾
向
の
中
、
あ
る
い
は
受
付
体
制
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
等
の
状
況
の
下
で
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
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表－ 5　行政相談委員配置定数の推移

年
度
別

昭和
36年度 37 38 39～46 47 48～55

昭和56
～
平成 2

平成 3
～ 19～

定　

数
882人 1,755人 2,690人 3,605人 3,660人 4,576人 4,789人 5,046人 5,011人

（出所）  　「行政相談委員制度の在り方に関する研究会」（第 1回）平成20年12月

19日㈮説明資料。以下表 5～16まで同様。

表－ 6　行政相談員数年表

・昭和36年の発足当初（行政苦情相談協力委員、昭和37年 9 月に行政相談委
員と改称）：委員定数が882人で、全国の主要な市町村のみに配置（以降、
昭和39年まで順次増員）
・昭和39年当時：委員定数が3,605人となり、全国の各市区町村に配置
・昭和47年度：沖縄行政監察事務所の発足に伴い55人増員（3,660人）
・昭和48年度：大都市を中心に916人増員（4,576人）
・昭和56年度：都市部に213人増員（4,789人）
・平成 3年度（委員制度30周年）：257人増員（5,046人）
・平成19年度：35人減（5,011人。行政相談委員活動の実態、市町村合併によ
る委員活動への影響等を勘案しつつ、行政サービスの維持・向上を図る観
点から、委員配置を見直し。）
※現状の配置人数：4,901人

表－ 7　行政相談委員の委嘱状況：配置数
（平成20年12月 1 日現在）

配置数 4,901人（定数　5,011人）

行政相談委員配置市町村数 1,800市町村

　うち、欠員が生じている市町村数　　135市町村

　うち、行政相談委員未配置市町村数　 8市町村
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年
齢
な
ど
に
関
し
て
は
、
行
政
相
談
委
員
自
体
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、
職
を
も
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
委
員
自
体
を
引
き
受
け
る

こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
致
し
方
な
い
部
分
は
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
若
年
者
へ
の
対
応

を
考
え
る
と
、
幅
広
い
年
齢
で
の
人
材
確
保
の
方
策
も
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
政
相
談
委
員
は
、
法
令
上
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
（
政
令
で
定
め
る
も
の
）
の
業
務
に
つ
い
て
の
苦
情
に
つ
い
て
、
申
出
人
に
必
要

な
助
言
を
し
、
総
務
省
又
は
関
係
行
政
機
関
等
に
そ
の
苦
情
を
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務

に
関
す
る
苦
情
に
つ
い
て
は
、
行
政
相
談
委
員
業
務
（
法
令
上
か
ら
は
）
対
象
外
の
案
件
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
実
体
的
に
は
、
国

民
自
体
が
国
の
業
務
な
の
か
地
方
の
業
務
な
の
か
を
理
解
し
て
い
な
い
以
上
、
行
政
相
談
委
員
が
関
与
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
改
善
が
図
ら
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
行
政
相
談
委
員
の
個
々
の
様
々
な
背
景
等
（
地
方
公
共
団
体
Ｏ
Ｂ
の
委
嘱
、
市
町
村

民
相
談
員
の
兼
務
）
を
考
慮
し
、
委
嘱
に
際
し
て
、
行
政
知
識
の
あ
る
人
材
登
用
等
を
行
う
こ
と
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

国
・
地
方
と
区
分
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
全
体
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務
に
係
る
苦
情
案
件
の
処
理
状
況
か
ら

み
て
も
、
行
政
相
談
委
員
に
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
実
態
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
地
域
住
民
の
利
便
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
、
苦
情
処
理

の
在
り
方
を
検
討
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
行
政
相
談
委
員
の
活
動
は
、
定
例
相
談
所
の
開
設
を
始
め
と
す
る
日
常
的
な
相
談
活
動
に
関
し
て
、
市
町
村
と
連
携
を
図
り
、

地
域
住
民
へ
の
周
知
広
報
や
適
切
な
相
談
所
の
開
設
場
所
の
提
供
な
ど
の
様
々
な
面
で
地
元
市
町
村
の
協
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、

こ
の
よ
う
な
連
携
・
協
力
は
制
度
的
な
も
の
で
は
な
く
、
事
実
上
の
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
協
力
の
温
度
差
は
市
町
村
に
よ
っ
て
様
々
な

状
況
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
各
種
相
談
窓
口
や
各
種
相
談
員
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
市

町
村
レ
ベ
ル
で
の
相
談
受
付
体
制
の
中
で
の
行
政
相
談
委
員
の
位
置
付
け
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
状
で
は
「
国
の

一
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表－ 9　行政相談委員の委嘱状況：行政相談委員の主な現職
（平成20年12月 1 日現在）

専門的・技術的職業（教育関係・行政書士・弁護士等） 311人（ 6.3％）

会社役員等（会社・団体職員） 625人（12.8％）

自営業（農林漁業・商業等） 780人（15.9％）

無職（主婦を含む） 2,643人（53.9％）

表－11　行政相談委員の公職及び各種委員の兼務状況：公職の兼務状況

自治会（町内会）等の役員 538人（11.0％）

福祉団体等の役員 454人（ 9.3％）

婦人会等の役員 336人（ 6.9％）

商工団体等の役員 295人（ 6.0％）

スポーツ・文化団体等の理事 254人（ 5.2％）

その他地域団体等の役員 1,660人（33.9％）

実人員計 1,586人（32.4％）

表－10　行政相談委員の委嘱状況：行政相談委員の主な前職
（平成20年12月 1 日現在）

元公務員 2,568人（52.4％）

　うち､ 地方公務員　1,857人（37.9％）

　うち､ 元教員　　　 526人（10.7％）

会社役員等 1,101人（22.5％）

無職（主婦を含む） 304人（ 6.2％）

表－ 8　行政相談委員の委嘱状況：男女比・平均年齢・平均委嘱期間
（平成20年12月 1 日現在）

男女比　男性　3,238人（66.1％）　女性　1,663人（33.9％）

年　齢　平均　66.3歳

委嘱期間　平均　7.1年
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表－12　行政相談委員の公職及び各種委員の兼務状況：各種委員の兼務状況

民生（児童）委員 663人（13.5％）

保護司 322人（ 6.6％）

心配ごと相談員 147人（ 3.0％）

人権擁護委員 135人（ 2.8％）

調停委員（民事・家事） 126人（ 2.6％）

消費生活相談員 22人（ 0.4％）

その他 727人（14.8％）

実人員計 1,450人（29.6％）

表－13　行政相談委員処理件数の推移

年　　　度 平　成
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

総件数 120,872 119,379 112,708 110,972 103,793
委員 1人平均件数
　委員数：
　15～18年度5,046人
19年度　　5,011人

24.0 23.7 22.3 22.0 20.7

行
政
相
談
委
員
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
い
か
に
総
務
省

が
市
町
村
の
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
下
地
作
り
が
で
き
る

か
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
地
域
住
民
に
身
近
な
と
こ

ろ
で
苦
情
を
受
付
け
、
簡
易
・
迅
速
に
解
決
に
結
び
つ
い
て

い
る
と
い
う
、
現
在
の
行
政
相
談
委
員
の
役
割
を
今
後
と
も

十
分
に
果
た
し
て
い
く
た
め
に
、
市
町
村
と
行
政
相
談
委
員

と
の
連
携
・
協
力
関
係
の
在
り
方
は
単
に
市
町
村
に
丸
投
げ

す
る
の
で
は
な
く
、
国
も
含
め
た
行
政
全
体
と
し
て
検
討
す

べ
き
課
題
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
行
政
相
談
の
歴
史
と
現
状
を
見
て
き
た
わ
け

だ
が
、
全
体
を
小
括
す
る
な
ら
ば
、
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
そ
の
大
前
提
と
し
て
「
国
民

の
行
政
に
対
す
る
声
を
幅
広
く
吸
収
し
、
改
善
を
図
る
こ

と
」
が
根
底
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

い
わ
ゆ
る
役
所
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
国
民
に
親
し
み
や

す
い
行
政
相
談
委
員
制
度
は
非
常
に
有
用
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
こ
う
し
た
「
国
民
の
行
政
に
対
す
る
声
」、
言

一
七
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表－14　行政相談委員の定例相談等開催回数

表－15　行政相談委員の広報活動実施回数
（単位：回、人）

広報方法等 平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

広報紙 26,038 25,827 25,270 26,760 27,455

有線・無線 27,038 27,732 27,008 26,902 25,420

その他 9,185 9,836 9,644 9,735 9,772

広報回数計 62,261 63,395 61,922 63,397 62,647

実人員 3,960 3,816 3,873 3,878 3,905

表－16　行政相談委員提出件数

年　　度 平成15年度 16 17 18 19

提出件数（件） 278 216 207 198 171

うち本省事項 92 64 44 40 22
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い
か
え
れ
ば
「
苦
情
」
の
減
少
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
「
苦
情
」
件
数
の
減
少
は
、
行
政
相
談
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
で
は
苦

情
・
救
済
機
関
が
廃
止
・
改
編
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
顕
著
な
例
が
宮
城
県
で
あ
り
、
県
政
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
再
編
し
て
、
苦
情
対
応

も
組
み
入
れ
た
新
た
な
県
政
相
談
制
度
に
移
行
し
て
い
る
。
ま
た
国
レ
ベ
ル
で
は
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
影
響
は
あ
る
も
の
の
行
政
相
談

委
員
の
数
が
結
果
的
に
減
少
し
て
い
る
。

第
三
に
、
特
に
、
国
の
行
政
相
談
の
実
績
を
み
る
と
、
従
来
か
ら
の
共
通
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
国
民
は
、
国
・
地
方
の
行
政
事
務
の

区
別
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
ど
の
よ
う
な
方
策
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
回
の
「
行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す

る
研
究
会
」
で
は
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

・
相
談
委
員
は
複
数
で
対
応
す
る
方
が
安
定
し
た
対
応
が
で
き
る
。

・
時
代
・
社
会
変
化
が
激
し
い
中
、
行
政
相
談
委
員
へ
の
情
報
提
供
や
研
修
の
機
会
等
の
量
や
質
は
果
た
し
て
適
切
な
の
か
。

・
現
状
で
は
、
行
政
相
談
委
員
の
意
欲
や
行
動
力
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
に
大
き
な
差
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。

・
行
政
批
判
の
高
ま
り
に
応
じ
て
、
苦
情
等
へ
の
対
応
を
誤
る
と
大
問
題
に
な
る
と
い
う
認
識
が
広
が
り
、
行
政
相
談
へ
の
役
所
側
の

姿
勢
も
昔
に
比
べ
て
改
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

・
行
政
相
談
委
員
へ
の
推
薦
を
子
孫
に
も
伝
え
る
よ
う
な
名
誉
と
受
け
止
め
る
風
潮
も
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
地
域
の
名
士
の
よ
う
な
方
が

名
誉
職
と
し
て
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
行
政
相
談
委
員
は
、
人
権
擁
護
委
員
、
保
護
司
、
民
生
委
員
等
と
比
べ
て
、
同
じ
制
度
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
選

出
の
プ
ロ
セ
ス
の
違
い
か
ら
か
、
行
政
側
の
対
応
、
理
解
度
、
認
知
度
が
低
い
。
地
域
住
民
に
と
っ
て
も
同
様
。
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・
地
方
で
は
弁
護
士
が
い
な
い
地
域
も
あ
り
、
民
事
事
案
の
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
一
定
の
意
味
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
難
し
い
事
案
に
つ
い
て
は
、
調
査
を
し
な
い
と
解
決
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
と
も
連
携
し
て
、

難
し
い
事
案
を
上
げ
て
も
ら
う
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
複
数
の
人
間
で
行
政
相
談
委
員
を
担
当
し
、
国
・
地
方
を
分
け
る
こ
と
な
く
兼
務
さ
せ
る
こ
と
で
、
国
・

地
方
の
行
政
相
談
の
調
整
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑷　

人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
行
政
相
談
委
員

前
述
し
た
よ
う
に
、
行
政
相
談
の
広
報
の
問
題
と
し
て
特
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
周
知
度
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
議
論
と

し
て
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
で
い
う
な
ら
ば
、
印
刷
・
電
波
、
さ
ら
に
今
日
で
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
物
質
的
な
媒
介
物
の
使
用
と
制
度
周
知
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
は
「
人
間
メ

デ
ィ
ア
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
の
有
用
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
現
代
的
行
政
相
談
に
は
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
政
相
談
制
度
と
の
関
連
で
メ
デ
ィ
ア
を
見
る
な
ら
ば
、
図－
2
に
お
け
る
、
網
掛
け
部
分
「
情
報
提
供
」（
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
活
動
）
に

つ
い
て
考
え
る
と
、
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
素
材
（
相
談
内
容
や
解
決
事
案
な
ど
）
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
無
料
提
供
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
メ

デ
ィ
ア
へ
情
報
提
供
す
る
こ
と
で
、
情
報
の
選
択
を
メ
デ
ィ
ア
側
が
行
う
と
い
う
意
味
で
「
第
三
者
評
価
に
よ
る
情
報
の
信
頼
」
が
得
ら

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
総
務
省
と
行
政
相
談
委
員
自
身
の
働
き
か
け
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
さ
に
行

一
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図－ 2　広報メディアの種類

人間メディア 口述型・音楽型・集団型

紙面購入

情報提供

一般新聞用

広報

パンフレット

単行本

チラシ、ビラ

壁新聞

ポスター

定期刊行物

不定期刊行物

ポスター

新聞型

印刷メディア

電波メディア

映像メディア

造形メディア

ＩＣＴ

番組ＣＭ、スポットＣＭ

テレビ

ラジオ

有線放送

写真、映画、スライド

展示、広報車、行事・催物

＋

（出所）  　小山栄三『行政広報概説─原理と問題─』広報出版研究所1971、

pp112-3を加筆・修正

政
相
談
制
度
全
体
と
し
て
検
討
し
て
い
く

部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ

の
部
分
で
は
な
く
、
ま
さ
に
行
政
相
談
委

員
自
身
の
活
動
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て

い
く
。

人
間
メ
デ
ィ
ア
は
、
そ
の
作
用
と
し
て
、

小
山
は
「
お
も
に
人
間
同
士
の
面
接
を
通

じ
、
言
語
と
行
為
お
よ
び
態
度
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
。
人
間
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
最

も
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
が
、
対
話
で
あ

る
。
多
く
の
場
合
一
対
多
数
か
、
一
対
一

の
関
係
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
顔

を
見
合
す
状
態
で
行
わ
れ
、
相
手
か
ら
の

フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
を
即
時
に
受
け
反
応

は
強
い
（
9
）

」
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
主
役
は
ま
さ
に
人

間
で
あ
り
、
あ
る
人
が
意
見
を
述
べ
、
行

一
八
〇
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動
す
る
と
他
の
人
は
そ
れ
に
反
応
し
、
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
作
用
が
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
メ
デ
ィ
ア
の
作
用
は
、

単
な
る
言
語
の
み
で
な
く
、
全
人
格
的
影
響
お
よ
び
関
係
が
加
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
機
関
で
い
う
な
ら
ば
、
職
員
の
来
客
へ
の
応
対

は
、
そ
の
全
官
庁
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
の
表
現
と
受
け
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
来
訪
者
に
対
す
る
職
員
の
態
度
は
、

官
庁
全
体
に
対
す
る
評
価
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
応
接
に
当
た
っ
て
は
、
と
く
に
懇
切
、
て
い
ね
い
を
旨
と
し
、
来
訪
者
の
地

位
、
職
業
、
服
装
等
に
よ
り
、
そ
の
態
度
が
異
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
相
手
に
不
快
の
念
を
与
え
る
よ
う
な
行
動
を
と
ら
な
い
よ
う
、

礼
儀
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
人
間
メ
デ
ィ
ア
に
行
政
相
談
委
員
は
位
置
づ
け

さ
れ
「
人
望
が
あ
り
、
人
生
経
験
、
社
会
経
験
豊
か
な
人
物
と
し
て
、
国
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応
じ
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
の
行
政
相
談
委
員
は
、
こ
の
人
間
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
さ
ら
に
発
揮
す
る
必
要
性
が
出
て
き
て
い
る
。
具
体
的
に
言
う

な
ら
ば
、
従
来
、
行
政
相
談
委
員
は
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
広
聴
活
動
を
主
に
行
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
が
何
ら
か
の
行
政
に

対
す
る
要
望
・
意
見
を
行
政
相
談
委
員
が
受
動
的
に
聞
き
、
行
政
相
談
委
員
の
能
動
的
行
動
と
し
て
は
「
個
々
の
相
談
経
験
を
通
じ
改
善

を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
政
相
談
委
員
自
ら
法
律
に
基
づ
い
て
、
総
務
大
臣
に
意
見
を
具
申
す
る
」
と
い

う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
社
会
状
況
で
は
、
こ
う
し
た
従
来
型
の
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
か
ら
、
一
歩
進
む
形
、

い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
質
的
変
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
間
メ
デ
ィ
ア
の
作
用
は
お
も
に
人
間
同
士
の
面
接
を
通
じ
、
言
語
と
行
為
お
よ
び
態
度
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
人
間
メ
デ
ィ
ア
に
お

い
て
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
対
話
が
そ
の
お
も
な
る
形
態
で
あ
り
、
販
売
、
応
対
、
討
論
、
演
説
も
こ
れ
に
属
す
る
。

多
く
の
場
合
一
対
多
数
か
、
一
対
一
の
関
係
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
顔
を
見
合
す
状
態
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ィ
ー
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ド
・
バ
ッ
ク
を
即
時
に
受
け
て
反
応
は
強
い
。

こ
こ
で
の
主
役
は
ま
さ
に
人
間
で
あ
り
、
あ
る
人
が
意
見
を
述
べ
、
行
動
す
る
と
他
の
人
は
そ
れ
に
反
応
し
、
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
作

用
が
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
指
導
力
や
説
得
力
の
す
ぐ
れ
た
人
が
存
在
す
る
場
合
は
、
例
え
ば
そ
の
集
団
の
性
格
や
社

会
的
活
動
は
、
そ
の
指
導
者
に
よ
っ
て
著
し
く
影
響
支
配
さ
れ
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
民
衆
の
う
ち
の
指
導
的
な
力
を
も
っ
た
者
│

オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
が
重
要
な
要
素
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
よ
う
な
、
行
政
相
談
委
員
の

質
的
変
化
が
求
め
ら
れ
る
。

⑸　

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
行
政
相
談
委
員
（
人
間
メ
デ
ィ
ア
）
の
質
的
変
化

前
述
の
よ
う
に
、
総
務
省
及
び
各
府
省
が
行
う
行
政
相
談
は
、
行
政
審
判
、
行
政
不
服
審
査
な
ど
の
他
の
行
政
救
済
制
度
と
比
較
し
て
、

手
続
が
略
式
・
簡
便
で
、
救
済
の
対
象
と
な
る
行
為
及
び
申
出
が
で
き
る
期
間
に
制
限
が
な
く
、
処
理
が
迅
速
で
あ
る
（
簡
易
・
迅
速
性
）

等
、
行
政
救
済
体
系
の
中
に
あ
っ
て
特
徴
的
か
つ
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
行
政
相
談
委
員
は
、
法
に
基
づ
き
、
社
会

的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
行
政
運
営
の
改
善
に
つ
い
て
理
解
と
熱
意
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
総
務
大
臣
が
委
嘱
（
法
第
二
条
第
一
項
）
し
て

い
る
。
ま
た
、
担
当
す
る
区
域
（
市
町
村
の
区
域
）
を
定
め
、
二
年
以
内
の
期
限
を
限
っ
て
委
嘱
（
法
第
二
条
第
二
項
）
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
行
政
相
談
委
員
は
、「
公
的
に
認
め
ら
れ
た
存
在
」
で
あ
り
、
そ
の
活
動
も
公
的
な
形
で
行
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

そ
う
し
た
中
、
現
在
で
は
公
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
、
そ
の
研
究
の
中
で
、

以
下
の
よ
う
な
役
割
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
、
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
10
）

。
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・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
「
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
消
極
的
自
由
と
対
照
的
に
、
規
範
的
共
同
体
は
社
会
的
変
質
の
た
め
に
市
民
を
エ

ン
パ
ワ
ー
す
る
」

・「
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
、
公
衆
が
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
を
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
責
務
と

し
て
い
る
」

・「
環
境
監
視
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
は
、
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
で
は
、
一
般
の
人
々

は
こ
う
し
た
環
境
監
視
機
能
の
大
部
分
を
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
組
織
に
依
存
し
て
い
る
」

・「
公
衆
が
、
自
ら
の
意
見
を
形
成
し
、
自
ら
の
権
利
を
行
使
し
、
積
極
的
な
社
会
の
構
成
員
と
な
る
た
め
に
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
「
環
境
監
視
」
は
不
可
欠
で
あ
る
。
受
託
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
は
、「
環
境
監
視
」
だ
け
に
留
ま

ら
ず
、
自
ら
の
声
を
社
会
全
体
に
伝
え
ら
れ
な
い
人
々
の
声
を
、
代
理
人
と
し
て
伝
え
る
役
目
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
が
、
ラ
ン

ベ
ス
の
い
う
ス
テ
ィ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
「
声
」
が
な
け
れ
ば
、
代
理
人
を
務
め
よ
う
が
な
い
。
個
々
の
社

会
の
構
成
員
が
、
自
ら
の
「
声
」
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
い
う
「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
で
あ
る
」

こ
の
よ
う
に
民
間
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
倫
理
・
社
会
的
責
任
、
そ
し
て
社
会
に
お
け
る
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
行
政
相
談
委
員
に
も
、
こ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
が
要
請
、
あ
る
い
は

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
発
揮
す
る
活
動
が
現
在
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る

文
章
へ
行
政
・
行
政
相
談
員
・
行
政
相
談
を
あ
て
は
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
八
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
八
四
）

・
行
政
相
談
は
「
社
会
的
変
質
の
た
め
に
市
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
」

・「
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
行
政
相
談
委
員
も
、
公
衆
が
行
政
の
手
段
を
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
い
る
」

・「
行
政
監
視
と
い
う
機
能
は
、
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
で
は
、
一
般
の
人
々
は
こ
う
し
た
行
政
監
視
機

能
の
大
部
分
を
、
行
政
相
談
委
員
や
行
政
組
織
に
依
存
し
て
い
る
」

・「
公
衆
が
、
自
ら
の
意
見
を
形
成
し
、
自
ら
の
権
利
を
行
使
し
、
積
極
的
な
社
会
の
構
成
員
と
な
る
た
め
に
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
専

門
家
に
よ
る
「
行
政
監
視
」
は
不
可
欠
で
あ
る
。
受
託
者
と
し
て
の
行
政
相
談
委
員
に
は
、「
行
政
監
視
」
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
自

ら
の
声
を
社
会
全
体
に
伝
え
ら
れ
な
い
人
々
の
声
を
、
代
理
人
と
し
て
伝
え
る
役
目
も
あ
る
。
…
…
…
し
か
し
、
肝
心
の
「
声
」
が

な
け
れ
ば
、
代
理
人
を
務
め
よ
う
が
な
い
。
個
々
の
社
会
の
構
成
員
が
、
自
ら
の
「
声
」
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
…
…

「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
で
あ
る
」

つ
ま
り
、
民
間
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
を
、
法
的
に
も
そ
の
役
割
と
し
て
も
、
行
政
相
談
、
あ
る
い
は
行
政
相

談
委
員
が
担
う
こ
と
が
現
代
に
お
い
て
は
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
い
ま
ま
で
の
よ
う
な
受
動
的
な
広

聴
活
動
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
相
談
委
員
の
能
動
的
活
動
を
推
奨
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
自
ら
の
声
を
社
会
全
体
に
伝
え

ら
れ
な
い
人
々
の
声
を
能
動
的
に
広
聴
す
る
。
②
人
間
メ
デ
ィ
ア
の
効
果
と
し
て
、
相
手
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
を
即
時
に
受
け
反

応
は
強
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
相
談
当
事
者
の
代
理
人
と
し
て
伝
え
る
役
目
で
は
あ
る
が
、
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
実
際
の
行
政
相
談
活

動
を
通
し
て
行
政
相
談
員
自
身
が
広
報
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
口
コ
ミ
に
よ
る
効
果
を
さ
ら
に
強
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
③
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
行
政
相
談
委
員
は
、
実
際
の
相
談
（
広
聴
）
の
場
面
で
、
広
報
の
チ
ャ
ン
ス
を
自
ら
で
作
り
上
げ
、
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社
会
的
変
質
の
た
め
に
市
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
相
談
委
員
が
、
行
政
情
報
が
深
く
伝
わ

る
・
受
け
皿
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
（
11
）

と
な
り
、
行
政
全
体
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
て
い
く
入
口
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
能
動
的
行
政
相
談

（
委
員
）
活
動
の
要
請
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
国
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
地
域
に
密
着
し
、
草
の
根
レ
ベ
ル
か
ら
行
政

を
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
地
方
自
治
は
民
主
主
義
の
学
校
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
地
域
の
政
治
・
行
政

へ
住
民
が
関
っ
て
い
く
こ
と
で
、
国
レ
ベ
ル
へ
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
住
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
し
て
い
く
最
前
線
と
し
て
地
域
に
密
着
し
て
い
る
行
政
相
談
委
員
が
活
動
す
る
こ
と
は
最
良
の
は
ず
で
あ
る
。

京
都
府
で
は
、
府
民
簡
易
監
査
制
度
と
い
う
も
の
を
、
府
民
か
ら
の
府
政
に
対
す
る
意
見
や
疑
問
に
つ
い
て
簡
単
な
手
続
で
受
付
け
、

府
の
関
係
機
関
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
回
答
す
る
と
と
も
に
、
意
見
を
参
考
と
し
て
監
査
に
い
か
す
制
度
と
し
て
平
成
一
八
年
に
設
置

し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
府
民
か
ら
の
苦
情
・
意
見
な
ど
を
監
査
の
端
緒
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
委
員
に
よ
る
府
政
の

改
善
・
是
正
機
能
を
強
化
し
、
府
政
運
営
の
透
明
性
の
確
保
に
資
す
る
目
的
が
あ
る
。
こ
の
制
度
で
は
、
監
査
の
役
割
を
い
か
に
考
え
て

い
く
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
自
治
体
の
監
査
委
員
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

住
民
を
自
治
の
主
体
と
考
え
、
監
査
の
役
割
の
中
に
住
民
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
や
要
望
等
を
い
か
に
活
用
し
て
い
く
か
が
重
要
点
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
役
割
の
一
端
と
し
て
、
部
局
と
し
て
、
住
民
の
意
見
・
要
望
を
、
行
政
内
部
の
一
組
織
と
し
て
確
実
に
担
当
課
へ
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
京
都
府
で
は
、
総
務
省
行
政
相
談
委
員
か
ら
要
望
が
出
さ
れ
、
行
政
相
談
委
員
と
京
都

府
と
の
連
携
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
京
都
府
で
は
、
本
来
の
監
査
へ
つ
な
が
る
情
報
収
集
と
い
う

意
味
で
も
、
行
政
相
談
委
員
と
の
情
報
交
換
を
今
後
強
め
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
と
の
意
見
が
聞
か
れ
て
い
る
（
12
）

。
こ
れ
は
、
地
域

の
問
題
へ
行
政
相
談
委
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
で
効
果
を
あ
げ
た
良
い
事
例
で
あ
り
、
ま
さ
に
住
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
し
て
い
く
最
前
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線
と
し
て
行
政
相
談
委
員
が
活
動
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
国
の
機
関
に
対
す
る
意
見
等
は
、
意
見
者
に
対
し
て
、
直
接
、
国
の
機
関
又
は
総

務
省
行
政
評
価
事
務
所
へ
と
案
内
を
し
て
い
る
」、「
行
政
評
価
事
務
所
が
必
ず
し
も
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
た
め
、
県
に
と
り
あ
え
ず
意
見
が
持
ち
込
ま
れ
る
（
13
）

」
と
の
指
摘
を
す
る
自
治
体
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
談
が

来
る
ま
で
待
つ
、
あ
る
い
は
国
・
地
方
は
区
別
す
る
と
い
う
従
来
型
の
受
動
的
な
行
政
相
談
・
行
政
相
談
委
員

活
動
の
結
果
例
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
声
な
き
声
」
を
行
政
相
談
委
員

が
発
掘
し
、
さ
ら
に
個
々
の
社
会
の
構
成
員
が
、
自
ら
の
「
声
」
を
持
つ
よ
う
に
行
政
相
談
委
員
が
「
エ
ン
パ

ワ
ー
メ
ン
ト
」
す
る
こ
と
が
、
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
舞
台
が
地
域
行
政
で
あ
り
、

地
域
で
行
政
相
談
委
員
が
能
動
的
に
活
動
し
、
地
域
行
政
と
の
連
携
を
深
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
地
域
行
政
と

住
民
と
の
距
離
が
縮
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
、
行
政
全
体
へ
の
理
解
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

に
国
民
と
行
政
の
パ
イ
プ
役
と
な
る
、「
現
代
に
要
請
さ
れ
る
行
政
相
談
委
員
の
役
割
」
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

⑹　

行
政
相
談
委
員
の
可
能
性

「
行
政
相
談
委
員
に
調
査
権
限
を
、
と
の
話
は
あ
る
が
、
委
員
独
自
で
本
格
的
な
調
査
を
す
る
の
は
難
し
い
。

難
し
い
事
案
に
つ
い
て
は
行
政
評
価
事
務
所
に
報
告
し
、
各
府
省
の
担
当
官
が
調
査
し
た
結
果
の
回
答
を
得
る

と
い
う
や
り
方
が
現
実
的
で
は
な
い
か
（
14
）

」
と
の
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど
の
機
関
で

図－ 3　行政相談委員の質的変化（広報メディア）

人間メディア：行政相談委員（広聴は広報のチャンス）

深く伝わる・受け皿メディア→入口メディア
↑

能動的行政相談（委員）の活動
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Ｈ
Ｐ
等
に
よ
り
、
情
報
提
供
、
相
談
、
苦
情
の
受
付
の
ペ
ー
ジ
を
持
ち
、
あ
る
い
は
相
談
窓
口
も
完
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
、
行
政
相
談
が

住
民
の
意
見
を
吸
い
上
げ
る
一
つ
の
機
関
と
し
て
は
評
価
さ
れ
る
が
、
旧
態
依
然
と
し
た
行
政
相
談
委
員
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
疑
問
や
、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
へ
の
移
行
と
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
例
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
「
行
政
相
談
制
度
」
の
機
能
向
上
と

い
う
意
見
は
、
実
質
的
に
は
苦
情
・
救
済
と
い
う
側
面
で
は
な
く
、
行
政
統
制
・
監
視
の
機
能
向
上
の
訴
え
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
行
政
相
談
委
員
の
質
的
向
上
は
、
行
政
統
制
・
監
視
の
側
面
で
は
な
く
、
国
民
を
公
共
へ
と
導
く
オ

ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
的
な
質
的
向
上
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
次
の
よ
う
な
行
政
相
談
委
員
制
度
に
関
す
る
考
え
が
あ
る
。
行

政
相
談
委
員
制
度
は
「
自
ら
は
特
定
の
行
政
分
野
を
所
掌
せ
ず
、
各
府
省
か
ら
超
越
し
た
立
場
に
あ
る
総
務
省
行
政
評
価
局
が
行
政
相
談

委
員
制
度
を
運
営
し
て
い
る
事
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
行
政
機
関
か
ら
独
立
性
と
公
平
・
中
立
性
の
十
分
な
担
保
と
な
っ
て
い
る
（
15
）

」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
制
度
の
独
立
性
に
対
す
る
い
か
な
る
疑
念
も
、
苦
情
申
立
人
と
同
じ
民
間
人
で

あ
る
行
政
相
談
委
員
が
、
苦
情
を
申
出
る
最
も
身
近
な
窓
口
及
び
処
理
機
関
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
払
拭
さ
れ
る
（
16
）

」
と
し
、

行
政
相
談
委
員
の
中
立
且
つ
、
独
立
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
根
拠
と
し
て
「
行
政
相
談
委
員
が
国
か
ら
報
酬
を
受
け

な
い
こ
と
が
、
そ
の
立
場
を
一
層
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
る
（
17
）

」
と
述
べ
、
行
政
で
は
な
く
、
民
間
の
力
と
し
て
公
共
へ
国
民
を
導
く
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。「
研
究
会
」
で
も
、
行
政
相
談
委
員
制
度
の
見
直
し
点
と
し
て
「
地
方
公
共
団
体
の
自
治
事

務
に
関
す
る
苦
情
等
に
つ
い
て
も
、
法
定
受
託
事
務
に
関
す
る
苦
情
等
と
同
様
に
、
苦
情
等
の
解
決
促
進
が
安
定
的
な
仕
組
み
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
住
民
に
と
っ
て
福
祉
の
向
上
と
な
る
こ
と
か
ら
、
制
度
的
な
位
置
付
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
18
）

」
と
し

て
い
る
。

公
共
性
を
支
え
る
大
き
な
幹
と
し
て
「
法
定
の
管
轄
範
囲
を
超
え
て
、
外
在
的
装
置
に
よ
り
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
さ
せ
る
こ
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と
が
法
の
支
配
に
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
。
行
政
相
談
制
度
は
実
体
と
し
て
国
の

み
な
ら
ず
都
道
府
県
や
市
町
村
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
さ
せ
る
役
割
を

担
っ
て
（
19
）

」
お
り
、
実
際
の
行
政
相
談
の
件
数
を
見
て
も
、
地
方
公
共
団
体
と
行
政

相
談
、
特
に
行
政
相
談
委
員
の
関
係
は
深
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
の
震
災
発
生
時
か
ら
、
行
政
相
談
並

び
に
行
政
相
談
委
員
が
被
災
地
の
住
民
の
声
を
吸
い
上
げ
る
活
動
報
告
が
多
数
あ
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
は
、
行
政
相
談
委
員
の
能
動
的
活
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ
ま
で
の
受
動
的
な
行
政
相
談
委
員
か
ら
の
変
化
が
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
国
民
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
災
害
時
に
は
、
国
も
地
方
も
な
く
、
誰
か
に
助
け
を
求
め
る
の
が

現
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
行
政
相
談
委
員
が
独
自
に
活
動
し
、
行
政
へ
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
を
確
立
し
、
活
動
し
て
く
れ
た
こ
と
は
心
強
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
情
報
も
、
い
か
に
人
間
を
介
す
る
か
で
そ
の
影

響
力
は
全
く
違
う
。
こ
れ
は
、
い
か
に
ど
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
も
、
人

間
メ
デ
ィ
ア
、
つ
ま
り
人
間
が
直
接
介
す
る
も
の
に
は
、
か
な
わ
な
い
と
言
わ
れ

る
所
以
で
あ
る
。
相
談
業
務
は
、
ま
さ
に
こ
の
人
間
メ
デ
ィ
ア
・
人
間
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
ま
ず
重
要
視
し
、
こ
れ
に
適
す
る
形
で
改
善
方
策
・
向
上
方
策
を
検
討

表－17　平成23年東日本大震災に係る相談分野別件数（20）

（出所）　総務省「平成23年度行政相談実績」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/jituseki.html
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表－18　東日本大震災に係る総務省の対応状況（平成25年 2月14日10時現在）（21）

東日本大震災に関する行政相談の対応状況

⑴ 　東日本大震災に関する行政相談の受付状況（フリーダイヤル、特別行政

相談所等）受付総件数： 2万9,229件（平成25年 2 月 3 日現在）

＜分野別概況＞

・復興政策関係（罹災証明、各種免許、就労等）　6,219件（21.3％）

・住居関係（廃棄物、住宅関係） 4,697件（16.1％）

・原子力発電所事故関係 3,775件（12.9％）

・道路交通関係（自動車の廃棄処分手続等） 2,435件（ 8.3％）

⑵　東日本大震災に関する行政相談の受付体制

フリーダイヤル：東北管区局及び岩手・福島事務所で開設中（上記のほか、

これまでに、北海道、青森、茨城、栃木及び千葉で開設（現在は終了））

特別行政相談所：これまで17管区局・事務所が、被災者が避難している地

域の190か所で開設。今後、東北管区局で 2か所、岩手事務所で 3か所、福

島事務所で 2か所開設予定（平成25年 2 月14日時点）。

＜これまでの取組例＞

※東北管区局、福島事務所及び岩手事務所が開催した特別行政相談所14か

所において、東北運輸局等が廃車申請を受付（相談所で直接廃車申請を受

け付けるのは初めての試み）

※東北管区局及び岩手事務所が開催した特別行政相談所11か所において、

複数の避難所と相談所の間に連絡バスを運行

※東北管区局、福島事務所及び千葉事務所が開催した特別行政相談所24か

所において、放射線被ばくに関する専門家が相談を受付

⑶　被災者等への情報提供

他地域へ避難した被災者のために、全国の管区行政評価局、行政評価事務

所において、相談窓口や支援情報を整理した一覧表を作成し、避難所・避

難先や行政相談委員等に配布・活用

現在も21局所がホームページに情報を掲載

（出所）　総務省「東日本大震災に係る総務省の対応状況」

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/43319.html
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し
、
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
は
そ
の
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
す
人
的
方
策
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
最
も
重
要
と
な

る
こ
と
が
「
質
」、
つ
ま
り
今
求
め
ら
れ
る
行
政
相
談
員
の
質
は
、
人
々
を
公
共
へ
の
意
識
を
高
め
る
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
考
え
る
。

そ
し
て
こ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
周
知
度
の
広
報
効
果
も
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

企
業
の
活
動
が
不
特
定
多
数
の
消
費
者
な
ど
を
対
象
と
し
て
極
め
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
と
い
う
社
会
性
が
、
行
政
に
は
見
ら
れ
な

い
（
22
）

と
い
わ
れ
る
。
そ
の
例
が
、
ま
さ
に
今
ま
で
の
行
政
相
談
制
度
の
議
論
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
メ

デ
ィ
ア
、
す
な
わ
ち
行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
よ
る
、
口
コ
ミ
や
活
動
を
今
一
度
再
認
識
し
、
広
聴
が
広
報
の
最
大
の

チ
ャ
ン
ス
（
23
）

と
す
る
た
め
の
行
政
相
談
委
員
全
員
が
実
は
行
政
の
Ｐ
Ｒ
マ
ン
で
あ
る
と
い
う
意
識
改
革
、
さ
ら
に
は
組
織
の
改
編
お
よ
び
、

他
と
の
組
織
と
の
連
携
協
力
を
進
め
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
行
政
相
談
委
員
が
よ
り
能
動
的
に
公
共
へ
関
わ
っ
て
い
き
、
国
民
と
行
政
と

の
つ
な
が
り
の
基
盤
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
行
政
と
国
民
のP

ublic R
elations

が
確
立

さ
れ
て
い
く
と
考
え
る
。

注（
1
） 

本
田
弘
『
現
代
行
政
の
構
造
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
、「
第
一
七
章　

行
政
相
談
と
行
政
監
察
」
を
参
照
。

（
2
） 

総
務
省
は
、「
行
政
情
報
化
推
進
基
本
計
画
の
改
定
に
つ
い
て
」（
一
九
九
七
年
一
二
月
二
〇
日
閣
議
決
定
）
の
一
環
と
し
て
、
行
政
相
談
の
業

務
簡
素
化
、
効
率
化
を
図
る
目
的
で
「
行
政
相
談
シ
ス
テ
ム
の
開
発
」
を
行
う
と
し
、
行
政
相
談
事
案
の
受
付
処
理
、
統
計
作
成
、
業
務
報
告
、
さ

ら
に
は
国
民
へ
の
情
報
提
供
ま
で
も
含
め
た
一
括
処
理
シ
ス
テ
ム
を
開
発
・
運
用
。
二
〇
〇
〇
年
度
は
、
行
政
相
談
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を

実
施
、
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
運
用
を
開
始
。
そ
の
効
果
と
し
て
は
、
行
政
相
談
事
案
の
的
確
か
つ
迅
速
な
処
理
に
よ
る
国
民
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向

上
及
び
行
政
相
談
事
務
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
よ
る
事
務
の
合
理
化
・
効
率
化
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
行
政
相
談
総
合
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る

一
九
〇
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シ
ス
テ
ム
と
し
て
、「
行
政
相
談
委
員
意
見
検
索
シ
ス
テ
ム
」、「
各
種
報
告
事
例
検
索
シ
ス
テ
ム
」
及
び
「
相
談
関
係
例
規
検
索
シ
ス
テ
ム
」
か
ら

な
る
行
政
相
談
事
務
支
援
シ
ス
テ
ム
」
を
構
築
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
四
年
四
月
、
総
務
省
行
政
評
価
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
、「
行
政
コ

ス
ト
削
減
に
関
す
る
取
組
方
針
│
行
政
の
効
率
化
を
目
指
し
て
│
」
と
題
し
て
、
政
府
全
体
の
行
政
相
談
業
務
の
高
度
化
を
図
る
た
め
、
電
子
政
府

構
築
の
一
環
と
し
て
、
苦
情
・
相
談
対
応
業
務
に
関
す
る
最
適
化
計
画
を
二
〇
〇
五
年
度
末
ま
で
に
策
定
す
る
と
し
た
。

（
3
） 

総
務
庁
長
官
官
房
企
画
課
編
『
大
都
市
に
お
け
る
各
種
相
談
業
務
の
周
知
啓
発
活
動
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
一
九
八
八
年
）、

内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
編
『
行
政
相
談
に
関
す
る
世
論
調
査
』（
一
九
九
〇
年
）、
総
務
庁
長
官
官
房
企
画
課
編
『
大
都
市
に
お
け
る
行
政
相
談

の
広
報
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
一
九
九
五
年
月
）
を
参
照
。

（
4
） 

総
務
省
「
行
政
相
談
委
員
と
の
協
働
の
充
実
及
び
行
政
相
談
機
能
向
上
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
め
ぐ
る
経
緯
」
及
び
、「
行
政
相
談

委
員
と
の
協
働
の
充
実
及
び
行
政
相
談
機
能
向
上
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_

sosiki/hyouka/soudan_n/000066676.htm
l

）
を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。

（
5
） 

総
務
省
「
行
政
相
談
委
員
と
の
協
働
の
充
実
及
び
行
政
相
談
機
能
向
上
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
概
要
と
期
待
さ
れ
る
効
果
」

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000191768.pdf

）
を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。

（
6
） 

本
稿
の
歴
史
部
分
は
、
総
務
庁
行
政
監
察
局
行
政
監
察
史
編
集
委
員
会
『
行
政
監
察
史
』（
二
〇
〇
〇
年
）、
行
政
管
理
庁
行
政
監
察
局
『
行
政

相
談
業
務
関
係
通
知
集
』（
一
九
七
〇
年
）、
行
政
管
理
庁
行
政
監
察
局
『
わ
が
国
の
行
政
相
談
制
度
』（
一
九
七
〇
年
）、
行
政
管
理
庁
『
行
政
管
理

二
十
五
年
史
』（
一
九
七
三
年
）、
社
団
法
人　

全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
『
行
政
相
談
委
員
の
あ
ゆ
み
』（
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
7
） 

総
務
省
「
行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
一
回
）
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
九
日
（
金
）
説
明
資
料
、
な
ら
び
に
、
行

政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
「
行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」（
二
〇
〇
九
年
）

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000029719.pdf

）
を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。
こ
の
研
究
会
の
趣
旨
は
、
以
下

で
あ
る
。

「
総
務
大
臣
の
委
嘱
の
も
と
に
、
全
国
で
約
五
、〇
〇
〇
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
行
政
相
談
委
員
は
、
地
域
住
民
の
最
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
住
民
生

活
に
密
着
し
た
様
々
な
苦
情
、
意
見
・
要
望
等
を
汲
み
取
り
、
地
域
の
相
談
役
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

一
九
一
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地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
近
年
、
急
速
に
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
地
域
の
住
民
同
士
の
支
え
合
い
が
薄
れ
る
中
で
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安

全
・
安
心
に
か
か
わ
る
問
題
が
頻
発
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
原
因
は
様
々
で
あ
る
が
、
行
政
が
、
潜
在
的
な
も
の
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
住
民
の
不
満
、
苦
情
等
に
適
時
的
確
に
対

応
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
が
、
国
民
の
行
政
に
対
す
る
信
頼
性
の
低
下
に
つ
な
が
る
事
態
も
少
な
く
な
い
。

地
域
住
民
の
声
を
身
近
な
と
こ
ろ
で
幅
広
く
吸
収
し
、
行
政
と
の
懸
け
橋
と
な
っ
て
問
題
解
決
の
促
進
を
図
る
行
政
相
談
委
員
に
期
待
さ
れ
る
役

割
は
、
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
日
の
地
域
社
会
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
地
域
に
お
い
て
定
着
し
て
き
た
行
政
相
談
委
員
制
度
が
、
今
後
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
役
割

を
一
層
効
果
的
、
安
定
的
に
果
た
し
て
い
く
よ
う
、
そ
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
全
般
的
に
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。」

（
8
） 

前
掲
報
告
書
参
照
。

（
9
） 

小
山
栄
三
『
行
政
広
報
概
説
│
原
理
と
問
題
│
』
広
報
出
版
研
究
所
、
一
九
七
一
年
、pp112-3

を
参
照
。

（
10
） 

塚
本
晴
二
朗
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
試
論
│
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
規
範
の
研
究
│
』
南
窓
社
、
二
〇
一
〇
年
をpp142

〜145

参
照
。

（
11
） 

株
式
会
社　

電
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
局　

ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
室
編
『
広
報
力
が
地
域
を
変
え
る
』
日
本
地
域
社
会
研

究
所
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
12
） 

財
団
法
人　

行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
『
行
政
不
服
申
立
制
度
・
苦
情
処
理
制
度
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
13
） 

行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
前
掲
報
告
書
参
照
。

（
14
） 

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
前
掲
報
告
書
、
参
照
。

（
15
） 

鎌
田
理
次
郎
「
第
六
回
ア
ジ
ア
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
会
議
参
加
報
告
」
今
川
晃
編
『
行
政
苦
情
救
済
論
』
社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議

会
、
二
〇
〇
五
年
、p191

参
照
。

（
16
） 

鎌
田
前
掲
書
。

（
17
） 

鎌
田
前
掲
書
。

（
18
） 

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
前
掲
報
告
書
、p54

参
照
。

一
九
二



行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
（
岩
井
）

（
一
九
三
）

（
19
） 

今
川
晃
「
ア
ジ
ア
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
に
お
け
る
日
本
の
行
政
相
談
制
度
の
位
相
」、
片
岡
寛
光
監
修
、
今
川
晃
・
上
村
進
・
川
野
秀
之
・

外
山
公
美
編
著
『
ア
ジ
ア
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
』
第
一
法
規
、
二
〇
一
二
年
、p248

参
照
。

（
20
） 
総
務
省
「
平
成
二
三
年
東
日
本
大
震
災
に
係
る
相
談
分
野
別
件
数
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/hyouka/soudan_n/

jituseki.htm
l

）
を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。

平
成
二
三
年
度
に
受
け
付
け
た
東
日
本
大
震
災
の
行
政
相
談
は
、
二
三
、七
九
七
件
（
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
の
震
災
発
生
時
か
ら
平
成
二
四

年
三
月
三
一
日
ま
で
は
、
二
七
、三
四
〇
件
）。

（
21
） 

総
務
省
「
東
日
本
大
震
災
に
係
る
総
務
省
の
対
応
状
況
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
enu_kyotsuu/im

portant/43319.htm
l

）
を
参
照

（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。

（
22
） 

こ
こ
で
言
う
社
会
化
と
は
、
自
治
体
の
広
報
へ
の
住
民
の
注
視
力
の
低
調
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
過
剰
な
情
報
量
の

中
に
生
活
し
て
い
る
と
は
別
に
、
行
政
広
報
が
住
民
の
生
活
と
密
接
に
結
合
し
て
い
る
か
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
田　

弘
『
行
政
広
報
』

（
サ
ン
ワ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
一
九
九
五
年
）、「
第
二
章　

行
政
広
報
に
つ
い
て
の
再
認
識
」
を
参
照
。

（
23
） 

本
田
弘
『
都
市
行
政
の
構
造
と
管
理
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、「
第
五
部　

都
市
自
治
体
の
行
政
広
報
、
第
二
章　

行
政
広
報
の
管
理
と

戦
略
」
を
参
照
。

一
九
三




